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第 14回運営委員会
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午後 4時 30分 開会

○下河辺委員長 それでは、定刻になりましたので、本日の会議をこれから始めたいと思いま

ケ。

本国は、年度末を迎えまして皆さん大変お忙 しいところ、お集まりいただきましてありがと

うございます。ただいまより、第14回 になりますか、機構の運営委員会をこれから開催いたし

ます。               |

本は ‐ 、そして‐ が諭用のた蕨席をされます″‐ あし遅れら
れておられるようですけれども、後ほど、間もなくご出席の予定でございます。

前回は、23日 の日に、これから報告をいただきます24年度の機構の予算資金計画並びに一般

し   負担金、特別負担金につきまして、持ち回りでもつて書面決議で、運営員会で議決をさせてい

ただいてお りますが、本件につきまして、担当のほうから、これから報告をさせていただきま

ケ。

それでは、担当 り、資料に基づいて、改めてご説明をお願いいたします。

ご報告を申し上げます。

し

まず第 1点は、平成24年度原子力損害賠償支援機構の予算及び資金計画についてでございま

す。資料 3-1を ごらんください。

来年度、平成24年度の予算でございますけれども、収入予算として 7兆 5,215億、大きな額

を計上させていただいております。

その内訳でございますけれども、収入としての資金援助収入として約 3兆5,000億円、それ

から、借入金として4兆円ということを計上 しております。資金援助収入のほうは、交付国債

を償還して現金化するということの収入でございまして、交付国債のまだもらつていない額、

それを前額、来年度中に償還したと、こういうようなたてつけで計上しております。借入金の

ほうも同じでございまして、政府保証額 4兆円、現在予算要求しておりますけれども、これを

全額行つたという前提でやつております。いずれも、政府のほうからそのような計上をせよと

いうことでございましたので、そうさせていただいております6

そのほか、事業外収益として、借入金を運用すると利息が入つてきますので、その利息分な

どを計上しております。

それから、前年度繰越金が、今年度、平成23年度からキャリーオーバ早した欠損金でござい

ます。
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それから、支出予算として、それとほぼ同額の 7兆 5,117億 、計上させていただいておりま

す。

資金援助のほうは、先ほどの交付国債を償還したものを、来年度中に残 り全部を資金援助に

使 うということと、それと、借 りたお金を全部資金援助に使 うという構成になっております。

ただ、内容として、特別資金援助については決まつておりますけれども、出資、貸 し付けなど

については、中身は決まっておりませんので、とりあえず銀行などに貸し付けを行つたという

ような形で、4兆円の貸 し付けを行つたという形にしております。この後、特別事業計画が認

定されれば、それに従つた形で出資金などが計上されるということになります。

事業諸費としては、28億円計上させていただいておりまして、これは、このパワーポイン ト

の 1ページロの冒頭に書いてありますとおり、4月 以降どのような事業をやるか、現時点で見

通すことが難 しいので、平成23年度の実績を、半年分計上しているんですけれども、 1年分に

平年度化した、おおむね倍にした額を計上しております。その上で、半年の実績見込みと照ら

し合わせて、必要な項目を計上しているということでございます。内訳としては、給与、謝金、

事務費などが入つておりまして、運営委員会の委員謝金も、委員長のご指摘もございましたの

で、しつかり計上させていただいております。

それから、国庫納付金としては、今年度の、後でご説明いたしますが、815億 円の一般負担

金が入るのですが、それを、平成23年度で使つた部分の残りをお支払いするということになっ

ております。

事業外費用としては利息、予備費として5%を計上させていただいております。

以上の内容に基づきまして、ちょっと事後報告で大変申しわけないんですが、資料 3-2に

ありますとおり、主務大臣に対して予算及び資金計画の認可の申請をさせていただいておりま

す。

以上が第 1点 日、平成24年度の機構予算及び資金計画でございます。

続いて、一般負担金及び特別負担金のご説明をさせていただいてよろしいでしょうか。

資料4-1を ごらんください。 4Tlに ございますとおり、これも事後報告で恐縮でござい

ますけれども、3月 23日 付で一般負担金の認可申請、それから、資料4-2に ありますとおり、

特別負担金の認可申請をさせていただいております。一般負担金の年度総額でございますけれ

ども、資料4-1に ありますとお り、815億 円を定めております。その内訳は、 2ページロに

あるとおりの金額でございます。

ヘ

ヘ
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この決定に当た りまして、業務方法書上、原子力事業者 とそれから電気事業の利用者の意見

を聴取するということになってお りまして、聴取いたしました。資料 4-3で ございます。

資料 4-3以 下には、原子力事業者の各社から一般負担金の総額、負担金率、負担金額につ

いての意見を求めて、文書で基本的に回答をいただいてお ります。これ、一つ一つ紹介する時

間はございませんので、要約 して述べると、平成23年度の一般負担金については815億 とする

ことについて、やむを得ないということを意見としていただいております。ただし、平成24年

度以降の電気事業、原子力事業を取り巻く環境を考えると、原子力発電所が動かないというこ

となど予測困難な事情もあるので、来年度というか24年度以降の一般負担金については改めて

検討 していただきたいというような要望などをいただいております。幾うかの電力会社では、

減免をしてほしいというような声もいただいているということでございますけれども、平成23

年度分については、これでやむを得ないというような意見をいただいております。

それから、その下に資料4-4で ございます。利用者等からも意見聴取をするということが

ni:警量Ii詈督:語lil[塀 if「雷「[]『 :::[』IIitti≧l::「III
意見。それから3人 日としては、消費者の意見として、

ご意見。それ

から4つ 日として、中小企業の意見として、 意見をいただい

ております。いずれも、一般負担金を、考え方についてご説明申し上げて、考え方は理解でき

るというご回答をいただいております。ただ、これの原子力事業者の意見と似たところがある

も   のですけれども、今後の経済情勢を考えると、このままで同じようなや り方でやつていいかど
|||‐ ■ ■ |‐  

‐

うかはちよつとわからないところがあると.=‐ ■1般負担金の負担が理由になって電気料金が上が

るということになると、中小企業であるとか、あるいは産業界にとつては、困つたことになる

というような懸念の声が寄せられているということでございます。

以上の原子力事業者からの意見、それから利用者等からの意見を踏まえますと、今回の815

億という一般負担金については妥当であるというふうに考えまして、資料4-1の とおり、認

可申請をさせていただいたという次第でございます。

それから、資料の4-2は特別負担金でございますけれども、ご案内のとおりの東京電力の

経営状況でございますので、今年度についてはゼロ円ということで認可を申請させていただい

ております。
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それから、ちょつと付言させていただくんですが、資金援助の関係でございますけれども、

今週一つ進展がございまして、交付国債を原資とする資金援助でございますけれども、最初の

H月 に5,587億を東京電力に対して交付した後、賠償の支払いが余り十分ではないということ

で、新たな資金援助はしていなかつたわけでございますけれども、今週の火曜日に 2度 目の資

金援助として1,049億 を償還いたしまして、東京電力に対して交付いたしております。これは、

年末以降、東京電力の損害賠償の支払いのスピー ドが上がつてきて、キャッシュアウトが速く

なつているということと、それから、先週末からではございますけれども、自主的避難の賠償

も始まりまして、かなりお金の出方が速くなつているということで、3月 分については特別資

金援助を再開させていただいたということでございまして、こちらも併せてご報告させていた

だきたいと思います。

私からは以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ただいま報告を受けました平成24年度の当機構の予算及び資金計画について、それから、平

成23年度の一般負担金並びに特別負担金につきまして、ご質問、ご意見、何かございますでし

ょうか。

特にございませんか。よろしゅうございますか。

それでは続きまして、東京電力から機構への資金援助申請の件についてということで、これ

も報告を受けます。

本日、先ほど出たわけですね、正式に。先ほど、午後 2時に東京電力より当機構に対しまし

て、機構法に基づく資金援助の申請が行われました。通算で 3回 日ということになりますが、

その内容、金額等について、引き続き より説明をお願いいた します。

先ほど、東京電力株式会社から、資金援助の内容等の変更の申請をいただ

いてお ります。資料の 5でござぃます。内容は、おおむねこれまで議論させていただいている

特別事業計画のうち、東京電力側の取 り組みに係る部分について、あらかじめ事務方と調整の

上、記載 したものを規定しているというものでございますので、それ らと違 う新 しい点だけご

説明申し上げます。         ,

2ページロをごらんください。 2ページロの真ん中のパラグラフにございますとお り、要賠

償額の見積もりが約8,500億増加いた しまして、 2兆4,262億7,100万 円に変更 したいとい うこ

とでございます。それからもう一つ、廃止措置に向けてしつかり対応 していくとい うために、

ヘ
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それともうすつ、安定供給を図るために資金を確保していくと、やがて社債市場に復帰してい

くということを目指すためには自己資本を増強していくということが重要で、払込総額 1兆円

の株式の引き受けを申請いただいております。

そのうち、1前者の賠償総額の変更についてご説明を申し上げます。■番最後に、ちょつと手

書きで資料5T2と 書ぃておりますけれども、内訳を記載した表がございますので、こちらで

ご説明いたします。          |■ ■   ■‐  |‐           ‐

先般、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会におきまして、1第二次の指針の追補が出てい

るということはお話ししたかと思います。その内容の大きな点は2点ございます。‐ . |‐

■点日は、第二期というか、4月 以降の賠償金のあり方について考え方が示されております。

これは、30キ ロメ■ トル圏内の個人の精神的損害 (避難生活)の項をごらんぃただきたいので

ございますけれども、1第二次緊急特別事業計画で1,566億 円見積もうていたところを、今回は

生894億円に増加しております6.こ の内訳でございますけれども、帰還困難につきましては、

1人当たり6oo万 円という指針が出ております。それから、居住制限地域については、■人当

たり2年分240万円をもらうことができ―るということになっております。その他、当面必要と

なる避難費用を計上したところ、3,201億円の追加が必要であるということで、この部分を追

加計上しております。                   1           ‐

もう一つは財物の賠償でございます。こちらは、30キ ■メ=トル圏内共通財物価値の喪失ま

たは減少等の、黄色になっているところでございます。先ほどの指針追補におきましては、帰

還困難区域は全損ということで賠償するとぃう考え方が示されておりますので、個人分の財産

として2,778億円、それから法人分として707億 円を計上いたしております。それから、「居住制

限区域にっいては、何割と―いう考え方は示されなかつたんですけれども、1帰れない期間に応じ

_て減価率を推定するという考え方が示されておりますので、5分の 2と いうことで財産価値が

減価したという考え方をお示ししております。 2と いうのは、先ほど慰謝料のところで2年分
1111.|■ ‐ 111■ |

を一括してもらうことができるということから,|||′ |とヽヽ|う1数字蕉出しております。それから、

解除準備区域については1年分と、1年分減価した、5分の1減価したということで財産価値

を推計いたしまして、合わせて4,432億 円というふうになつております。    |‐ ■ ■■‐■

その他、第二次緊急計画から現在までの間で、実際のキャッシ■アウトがあつた項目を追加

いたしております。

一方で、減少した項目もございます。減少した項目は、‐30キ ロメートル圏内個人就労不能損
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害の部分でございまして、こちらについては3,796億 円から2,822億 円に減額 してお ります。こ

の理由でございますけれども、この吹き出しは東京電力の説明なんですが、足元の 5月 末まで

見ると、将来のことがわからないからとい うことでございますけれ ども、ちょつと実際のこと

を申し上げますと、見積もりに比べて実際のキャッシュアウトが 1割いかないぐらいのペース

でしか進んでいなくて、これは見積もりの考え方を抜本的に見直す必要があると考えてお りま

して、ついては、ちよっと当面、見積 もることが不可欠であるというふ うに、必要 と判断され

た部分だけ計上 したということでございます。これに基づきまして、就労不能損害については

見積額を減少させてお ります。

以上から、差 し引き、一番下から2番 目の行でございますけれども、第二次緊急計画との差

額 として、8,459億円の追加の資金援助が必要であるとい うことでございます。

以上の内容の資金援助の内容の変更申請でございますけれ ども、東京電力から取締役決議を

いただいて、機構に申請をいただいてお ります。東京電力の場合におきましては、この運営委

員会があつた後だと思 うんですけれども、午後 4時ですか、記者会見、プレス発表をするとい

うことでございまして、それは資料 5-1の 紙でなされるとい うふ うに聞いております。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

何か、ただいまの報告に対 しまして、ご質問ございますでしょうか。

よろしゅうございますか。それでは、報告、了ということで、ありがとうございました。

それでは、次の議題でございますが、総合特別事業計画についての意見交換、審議 というこ

とでございます。

前回の運営委員会におきまして、ご出席の委員の方々からさまざまなご意見をいただきまし

たけれども、最終的には、それを踏まえての案文修文、修正については、委員長に一任をいた

だいてお りました。本 日は、委員長一任をいただいた点を踏まえて修正をしてございますので、

前回からの主な変更点等を中心に、      より説明をお願いしたいと思います。

お願いいたします。

よろしくお願いいたします。そうしましたら、お手元の資料 6を ごらんいた

今、委員長からお話がありましたよう

と思います。

4ページロの一番最初のパラグラフで

ヘ

だければと思います。総合特別事業計画でございます。

に、主な修正点をかいつまんでご説明させていただこう

まず、4ページロを開いていただければと思います。
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ございますけれども、

ヽ

それから、ずつとパ早ジしばらく飛んでいただきまして、9ページロをごらんいただければ

と思います。 9ぺ‐ジロの上から2つ 目のパラグラフでございます。東電が直面する構造的な

課題という、その前段のところではありますけれども、経営合理化については、今回の計画で

深掘りを行うとともに、新体制においても新たな視点を取り入れることによつて国民負担の最

小化に向けて不断に取り組んでいく必要があるということで、今回の計画策定後も引き続きこ

ういう取り組みを進めていくといつたようなことを加えております。   `

それから、26ページまでちょつと飛んでいただきまして、この間はほとんど字句の修正でご

ざいますので、26ページをごらんいただければと思います。この点について、下の部分で注を

つけておりますけれども、いわゆる試算、賠償の総額の試算の関係でございます。

のほうから少し補足をさせていただこうと思いますので。

しくお願いします。

委員会では、この部分は仮の文章になつておりましたけれども、計

算し直した数字に基づきまして、この26ページの下段の注の18、 記載させております。

その説明でございますけれども、一番最後に 1枚のパワーポイントの絵があるので、これで

説明させていただきたいと思います。資料 6-1で ございます。 |

昨年の東京電カタスクフォースの試算と今回の試算の違いを示 したものが、この資料 6■ 1

でございます。その棒グラフの、白抜きの白い棒グラフが前回の委員会報告に基づく試算でご

ざいまして、今回が青く塗っているところでございます。

一過性・資産性の損害というのは、財産が壊れたりするような場合の賠償なんですけれども、

こちらにつきましては、当初の2.6兆 円から2.4兆 円に減少しております。その理由でございま

すけれども、もともと想定していた区域よりも実際の避難面積が小さくなっているということ

と、さらに、16万人のうち10万人が帰還するということになりますと、人が戻れば建物などの

手入れを行 うということで、財産の価値の減少は少なくなるだろうということで、一過性の損

害の額が減少するという見通しを立てております。

それから、初年度の損害発生分については、既に発生しておりまして、これを見積もつてお

:oF.l:21\(.
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ります。増加 しているのは自主避難などの、ちょっと我々も想定 していなかった賠償が行われ

ているため、増力日しているとい うことでございます。

2年 目以降につきましては、今回の見積もりの特徴はt前回の委員会報告では全地域がずう

と避難を続けると′いう仮定を置きましたけれ ども、今回は政府方針に基づきまして、解除準備

区域は解除されて帰還 していくと、一方で居住制限と帰還困難は避難が続 くと、こうい うモデ

ルに基づきまして再計算いたしてお ります。大まかに言つて、居住制限区域は約 3万人弱、帰

還困難 も同じく3万人弱なんですけれども、それぞれ 3万人 と仮定いたします と、避難費用と

か営業損害などなどを含めると、それぞれ2,000億円ずつぐらいあるとい うことでございまし

て、合わせます と単年度で約4,000億円ぐらいになるだろうということで、これは当初の見積

もりであるところのO.9兆 円よりかはかな り小さい額 とい うことですので、それで計算いたし

てお ります。

これを合わせます と、初年度分、 2年度分、一過性・資産性 というのを合わせますと、当初

の4.5兆 円から今回の再計算では4.1兆 円になると。 さらに、 2年 日、 3年 目以降の額は0.9兆

円から0。 4兆 円になっていくとい うことでございます。 もちろんこれも、除染費用が含まれて

いないとい う点で、見通 しとしては完全なものではないわけでございますけれ ども、新たにな

された政府方針に基づきまして、新 しい避難区域再編に対応 した形で計算をし直したところ、

こうなったということでございます。

以上でございます。

○下河辺委員長 じゃ、‐ 。

それでは、計画のほうに戻つていただきまして、26ページが今の書きぶ りに

なってお ります。

それから、その後 しばらく賠償関係は字句の変更が中心になってお りますので、ご説明は割

愛させていただきます。

それから、45ページロ以降が合理化の関係でございます。

48ページロをごらんいただければと思います。48ページロの下の注のところでございますけ

れども、子会社・関連会社との随意契約による取引についての話でございますが、これは、 2

週間か 3週間ほど前に、猪瀬副知事あたりとか、あるいは枝野大臣からもご指示をいただきま

した点でございますけれども、今、子会社・関連会社 との随意契約の占める割合とい うのは非

常に高い状況でございますけれども、これを可能な限 り競争入札にしていこうとい うことで、
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今、この注のところに書いてございますように、注の 3行 日、現在この取引というのが1,720

億円というふ うになっておるわけですけれども、これを3割削減しようということを方針とし

て言つております。これは、ただ競争入札に切 りかえていくということでございますので、単

純に516億 円が丸々コス トカットになるというわけではないということで、ちょつとここ、趣

旨を明確にするために、ここは注を書き加えさせていただいてお ります。というのが今の48パ

ージでございます。

49ページロ以降は、また字句の修正が中心でございます。

それから、59パージロ以降が設備投資の関係でございますけれども、60ページ、61ページ、

62ページと、ちょっと今まで載せていなかったんですが、グラフとか表を入れて、少 し見やす

くさせていただいております。63ページ、64ページにも、電源開発計画の一度この場でもご議

論いただきました表を、グラフを載せさせていただいております。

それからしばらく大きな修正はございません。

それか ら、75ペニジまで飛んでいただきま して、75ページも、ここも注でございますけれ ど

も、いわゆるLNG火 力などの リプ レースについて、 SPCな んかを使 つて とい うところが本

文で書いてあつた ところでございますけれ ども、ここは少 し丁寧 に解説 を加 えたほ うがいいだ

ろうということで、注を加えさせていただいております6 SPCを設立することなどによつて、

外部のパー トナーが資本参加や、ファイナンスリース等の形でプロジニク トに参加することを

可能とすぅとぃう聾旨だという|‐
とを書ぃてゃります: ||  ■ ‐‐■ |‐

“
叫■■̈修琴■‐

:まこ:森二1表よよ」1.:讐,ltiら L大券素むま手ljれ ども●18べ||ジネ

」森皇彙あ易勇曇峯お畠凛1.:t二ま終集ジ|,レ

^|^碁

占株ま捲
^ジ

|ィレ歩キ|ユ )

ますので、Pと ついておりますけれども、②の出資のところの最初めパラグララめ‐番1下から

3行 日、4行 日あたり、議決権のところについてでございますけれども、まだ黒丸でございま

すけれども、状況によつては、ここに2分の1と か 3分の 2と かいったような数が入るかと思

いますけれども、追加的に、潜在的に持つというようなケースも想定して、‐応こういうふう

に仮置きをさせていただいております。またこれは決まり次第、どこかのタイミングでお諮 り

をすることになろうかと思います。

それから、ずつと飛んでいただきまして、95ページ、96ページのあたりをごらんいただけれ

ばと思います。
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95ページ、料金の中のウと書いてございますけれども、自由化料金の引き上げのお願いにつ

ぃてでございます。これは今、メディアなんかでも大分取 り上げられてしまつてお りますけれ

ども、自由化料金の上げ方について、今回、契約期間満了までは現行の料金のままでいいとい

うことを、明示的に東京電力のほうも方針を決めてお りますけれ ども、この点について、 2つ

目のパラグラフで、この自由化料金の引き上げについてはという部分でございますけれ ども、

ご了承を確認できない限 り、それぞれの契約期間満了まで引き上げ前の契約内容を継続させて

いただくこととするということを、計画上も明確にさせていただいてお ります。

それから、その関連で96ページでございますけれ ども、今回、料金を引き上げ、お願いする

に当たつて、お客様への説明を徹底するとい う方針でいこうとしていたところに、こうい う問

題が起こつたわけでございますが、そ ういうこともあつて、96ページの上から2つ 目のパラグ

ラフのところで、 「特に先 日のように」とある部分でも改めて、自由化料金引き上げの際に説

明が不十分・不親切であつたといつたことについての反省のこと、それから、機構 としても、

本件については商取引に対する信頼にかかわる深刻な問題 として、東京電力に対して再発防止

についての対応を明らかにするよう求めているといつたようなことを、ここで書かせていただ

いてお ります。

それから、またページを飛んでいただきまして、101ページをごらんいただければと思いま

す。ここも全体がまだペンディングでございますけれ ども、今 4つのポツがあるかと思います

けれども、

私のほうからは以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ただいまの||||の ほうからのご報告の内容につきまして、何かご質問、ご意見ございま

すでしようか。どんな点についてでも結構でございますが。

今日のこの場では特にございませんですか。あらかじめ事務局のほうからもいろいろとご意

見を承つておるようではございますけれども。

それでは引き続き、前回確認させていただいた委員長に一任ということを踏まえて、また最

― H―
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終回、この総合特別事業計画の策定につきまして最終回ということになりますけれども、その

最終回までにご意見寄せられた点については、委員長と事務局のほうで最終的な修文を行わせ

ていただくということでよろしゅうございますか。

ありがとうございます。

それ砿 この段階機 つか、‐ 、抜けてお ります懸案の障 がございますけれどま

:菫
足
[[[l[FI::二 IIE:][iFTI｀Ii][獣しさせてぃただきます。

日程は、 3月 の末までに大臣認定をいただくという前提でずっと作業をしてまい りましたけ

れども、本 日に至っておる状況でございます。

それで、これは一つには、今 日申請が出てきたということ

明するまでもなく、人事の件でございます。今日の段階で、

表できる段階には至ってお りません。

事なので、 これ

は途中段階をご報告するという性格のものではないと思いますけれども、

それで、日程的には、とにかく3月 末を目標にしてやってきましたけれ ども、次は

とにかく4月 の中旬ぐらいまでには認定をとらないと、一つには金融機関との関係、これはつ

なぎ融資の関係が出てまいります。それからマーケットとの関係、これもありますので、間に

合いませんというのは、それは総理以下、皆さんがご認識はされてお ります。

他方、今 日の状況でございますので、さらに万が一の場合、ずれたらどうなる、どうい う日

程があるのかというのも皆さんの頭には入れてありまして、それは具体的に言 うと、一つには、

株主総会にかけるための取締役会議案、これを確定するために逆算 していくと、少なくとも4

月末には人事案みたいなのができていないとまずいだろうと、そ うなると必然的に、その前に

会長については決めていただかないといけませんとい う話 と、それから、 5月 の14日 ぐらいだ

と思いますけれども、決算発表 との関係が当然ございます。これ らの日程は全部頭に入つてい

もありますが、その背景は、ご説

まだ会長の新 しい人事について発
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て、それで、とにかく融資の時期との関係、あるいは市場への影響などを考えて、 4月 のでき

る限り早い時期に議決を目指す と。それプラス、 6月 末に予定されている定例株主総会の日程

から逆算されるデッドライン、あるいは 3月 期決算発表の日程に関するデ ッドライン、これも

頭には入つている。ただ、さつき申し上げたように、 4月 のできる限り早い時期に議決すると

い うことで今は進めてお ります。

したがって、後ほど委員長からお話があるかもしれませんが、 3月 末と言つてきたのに、今

日に至ってできていないとい うことなので、大変恐縮なんですけれ ども、委員長に今 日この後

ぶら下がりをお願いしてお りまして、そのときには、ちよつと私のほうから委員長にお願いし

ていますのは、こうい う以下述べるようなプレスラインでいかがかと思います。

3月 末には議決 し、大臣認定を目指すという日程で進めてきたけれども、現時点でいろいろ

と調整の必要な点が残つていると、最終調整に取 り組み速やかな議決を目指 したいと。いろん

な質問が出ると思います。人事が決まらないから遅れているのかとか、いろいろ聞かれると思

いますけれども、それに対 しては、人事が未定のまま運営委員会が総合計画を議決 しても、主

務大臣の認定はいただけないと理解 しているとい うことで、

それから、東電の資金援助申請の内容については、今 日出るわけですが、今後、総合調整の

最終調整をしていく中で、申請の取 り扱いも決めていくとい うことかと思います。

それから、自由化料金の値上げ問題については、公益企業は国民からの信頼がすべての基盤

なので、料金上げについて一貫性に欠けた対応で信頼が大きく揺らぐようなことになったのは

大変残念なことだと、総合計画では信頼を回復するようなパッケージが求められていると改め

た感 じた次第だという。

以上申し上げたような トーンで、委員長にぶら下がりをお願いしてはどうかと思つています。

全体の状況は、先ほど申し上げたような状況でございまして、一言で言えば、とにかく市場

との関係、融資の時期 との関係も考えて、 4月 のなるべく、とにかくできる限 り早い時期に議

決することを目指 して、政府を挙げてやつているということでご理解いただきたいと思います。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

予定していた時間がまだ少 しありますので、資本市場から見たときに、この問題 とい うのは
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。プ     [:III襟よlillま すと、為替がやや円安になっていることもあり、結構

しつかりしてお ります。そ うした面に救われているところはありますが、今回の東電をめぐる

経営問題、具体的には、料金値上げの問題や、新 しい経営陣の顔ぶれが決まらないことなど、

資本市場からは、迷走 しているとい う印象をもたれているのではないかと思います。 しかしな

がら、そ うした現状を乗 り越え、それぞれの問題が決着 した段階から、スター トダッシュをし

て新生東電を作 り上げていることが重要なのだと思います。外部から評価されるように、場合

によっては、外部に向かつてよリアピール していくことも重要なのだと痛感 してお ります。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

。■■■■
の
言:I「写;ミF繁 [:「 I〔

けれども、||||、 何かご感想を。
ん。 とにかく事務局の皆さんを初め、本当にご

苦労さまです。

‐ のご意見に関連 して、 とにかくいろんな世の中から見ると、迷走 しているというん

ですかね、これが言葉 として正 しいかどうかわかりませんが、そんな印象はやっぱりぬぐえな

いと思います。早くやつばり、いろいろ諸事情はわか りますけれども、一 日も早くこの計画は

練っていただいて、スター トすることがもう先沐だと、それがすべての解決の足がかりになる

というふうに考えています。頑張つてください。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

。貫

ヽ

臓 対ヽ ふ 、な 電に向けても ばリーど

…

ぬ

“

ども_t
つかりやらなくちゃいけないということはあるし、ここにもしっかりと書いているわけですか

ら、そうなるように願つています。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それではtち ょうだいいたしました意見踏まえまして、また大変な作業かと思いますけれど

ま ‐ 口まよろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、本日予定しておりました議事は以上で終わつたかと思いますけれども、特にほか

に、事務局、ございませんね。

手短に。ご心配いただいている自由化料金の件でございますけれ ども、すみ

ν
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ません、失礼ながら、メールでいろいろご連絡、ご報告させていただいてお ります。

ちょっといろいろ報道 されたような状況で、かなり信頼をまた失つてしまつているとい う状

況ですので、今後もちよつと幾つかイベン トが想定されます。例えば 4月 1日 以降、 4月 1日

に契約更改を迎えるお客様には、新 しく料金が引き上がつた形で請求書をお送 りせざるを得な

いということになりますので、それ じゃ、請求書が送られてきたというので、また一騒ぎある

かもしれませんし、その場合、合意が得られるかどうかというところで、現実には 22万件の

お客様がいらつしやいますので、明示的に合意とい うのはなかなか難 しい中で、料金が引き落

とされた、されていないとかいつたような問題が 4月 の後半にかけて、それから、一部報道さ

れてお りますように、それでお支払いいただけないような場合には、検針 日から数えて 52日

日には約款上、電気をおとめするとい うようなことが一応決まつてはいるわけですけれども、

そ ういつたことへの対応をどうするかとい うことで、ちよつと引き続き、何かあればもうメー

ルベースになつてしまうかもしれませんけれ ども、適宜、皆様にもお知らせをしようと思いま

すけれども、ぜひその点ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

じゃ、その点についてはよろしくお願いをいたします。

それでは、本 日の会議はこれで終わりにいたします。

机上配布でお配 りいたしました資金援助申請書関係、それから総合特別事業計画 (案)関係

は、恐縮ですけれ ども、ただいま事務局のほうから回収させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

本 日も、議事録を作成いたします。後 日、委員の皆様にはご確認をしていただいた上で、確

定をいたします。

それから、本 日、資金援助申請を東電から受理いたしましたので、午後 5時をめどに、委員

長の私が、こちらの機構で簡単にぶら下がりの取材に応 じさせていただきます。

次国の運営委員釦 ま か わつて新年臼 こ入 りま¬ すれどま 今の予自 よ 知 まど■

|||の ほうからも話がございましたような情勢を踏まえて、 4月 6日 の金曜 日、もしくはさ

らに週を超えて 4月 9日 の月曜 日あたりを、予定というか想定という以上のレベルではないん

ですけれども、想定をしてお りますので、一応手帳のほうにはメモっていただければありがた

いと思いますけれ ども、よろしくご協力のほどお願いいたします。

それでは、本 日の運営委員会はこれで終わります。長時間ありがとうございました。
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